福島県地域活動団体等への資金融資促進事業つなぎ融資利子補給金交付要綱
　（趣旨）
第１条　県は、地域活動団体等が国、県及び市町村（以下「行政」という。）から受託した業務の実施に際して金融機関のつなぎ融資を利用する場合に、当該融資に係る利子に相当する金額を交付することにより、地域活動団体等の負担を軽減するため、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和45年福島県規則第 107号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）地域活動団体等
　　　別表第１に掲げる団体等をいう。
（２）金融機関
　　　日本政策金融公庫、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、ＮＰＯバンクをいう。
（３）つなぎ融資
　　　地域活動団体等が行政から業務を受託し、委託費の支払いが精算払いとなる場合に、その業務に必要な経費を立て替えるため、金融機関から借入れすることをいう。
　（対象者）
第３条　利子補給金の交付の対象となる者は、行政から業務を受託し、または業務を受託することを予定している地域活動団体等であって、その業務の実施に際してつなぎ融資を利用する者とする。
　（対象となる借入金）
第４条　利子補給金の交付の対象となる借入金は、平成２３年度及び平成２４年度に行われる行政からの受託業務の実施のためのつなぎ融資とする。
　（対象期間）
第５条　利子補給の対象となる期間は、金融機関の融資契約締結日から、行政からの委託料の支払いを受けた日または業務を受託した日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までの期間とする。
　（利子補給金の額）
第６条　利子補給金の額は、前条の期間を対象として、第４条に該当する借入金に係る年間利率と２％とする年間利率のいずれか低い率を用いて算出した額とする。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てた額とする。
　（交付申請）
第７条　利子補給金の交付を受けようとする者は、知事が別に指示する日までに、交付申請書（第１号様式）を知事に提出しなければならない。
　（交付決定等）
第８条　知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して、交付するまたは交付しないことを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
２　知事は、前条の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、その旨を申請者に通知するものとする。
　（委託契約締結等に関する報告）
第９条　前条第１項の規定による利子補給金の交付決定を受けた者（以下「利子補給対象者」という。）は、行政から当該利子補給の対象となる業務を受託する契約を締結した場合は、その契約締結日から１箇月以内に、業務委託契約締結報告書（第２号様式）を知事に提出しなければならない。
２　利子補給対象者は、金融機関と当該利子補給の対象となるつなぎ融資に係る契約を締結した場合は、その契約締結日から１箇月以内に、融資契約締結報告書（第３号様式）を知事に提出しなければならない。
　（変更の承認の申請）
第１０条　利子補給対象者が、規則第６条第１項の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、変更（中止・廃止）承認申請書（第４号様式）を知事に提出しなければならない。
２　知事は、前項の申請書を受理した場合において適正であると認めたときは、変更承認通知書を利子補給対象者に交付するものとする。
　（申請を取り下げることができる期日）
第１１条　規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して　１５日を経過した日とする。
　（実績報告）
第１２条  利子補給対象者は、行政からの委託業務に係る委託料を精算払いにより受領した日から１５日を経過した日と委託業務を実施した年度の翌年度の４月１５日のいずれか早い日までに、実績報告書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。
　（利子補給金の額の確定）
第１３条　知事は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、その旨を利子補給対象者に通知するものとする。
　（補助金の交付の請求）
第１４条　利子補給金対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知の受領後、速やかに利子補給金交付請求書（第６号様式）を知事に提出しなければならない。
　（会計帳簿等の整備等）
第１５条　利子補給金の交付を受けた者は、利子補給金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、利子補給の対象となった事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。
　（その他）
第１６条　この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
　　　附　則
１　この要綱は、平成２３年６月１４日から施行し、平成２３年度分の利子補給金から適用する。
別表第１（第２条関係）
	地域活動団
体等
	特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利組織であって、次に掲げる要件に適合すること。
(1) 福島県内に主たる事務所を有していること。
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(3) 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
(4) 活動を適確に遂行する意欲や能力を有していること。
(5) 市民等が自発的・主体的な参画によって活動を行っていること。
(6) 資金及び活動面において自立のための支援を必要としていること。
(7) 情報開示がなされていること、又は補助事業の取組期間中に情報開示がなされる予定であること。
(8) 継続的に活動を行う団体等であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。
(9) 定款、規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算及び決算書が整備されていること、又は補助事業の取組期間中にこれらが整備される予定であること。


